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(57)【要約】
【課題】樹脂組成物の組成によることなく、耐薬品性に
優れた樹脂成形体を得る。
【解決手段】樹脂成形体の破壊箇所の予測方法は、樹脂
から樹脂成形体を得るときの樹脂の流動解析用モデルを
作成し、これを複数の第１領域に要素分割する第１領域
準備ステップＳ１と、要素分割された第１領域の各々に
ついて、樹脂の圧力及び温度の状態を基に温度荷重を計
算する第１領域温度荷重計算ステップＳ２と、樹脂成形
体の構造解析用モデルを作成し、これを複数の第２領域
に要素分割する第２領域準備ステップＳ３と、要素分割
された第２領域の各々の位置に対応する第１領域を選定
し、選定された第１領域における温度荷重を第２領域の
温度荷重として各々設定し、この温度荷重から応力状態
を計算する第２領域応力計算ステップＳ４と、この応力
状態から求められる破壊発生指標が許容値を超える箇所
を破壊発生箇所として特定する破壊発生予測ステップＳ
５と、を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂成形体の薬品浸漬による破壊箇所の予測方法であって、
　前記樹脂成形体を得るときの樹脂の流動解析用モデルを作成し、前記流動解析用モデル
を複数の第１領域に要素分割する第１領域準備ステップと、
　要素分割された前記第１領域の各々について、樹脂の圧力及び温度の状態を基に温度荷
重を計算する第１領域温度荷重計算ステップと、
　前記樹脂成形体の構造解析用モデルを作成し、前記構造解析用モデルを複数の第２領域
に要素分割する第２領域準備ステップと、
　要素分割された前記第２領域の各々の位置に対応する第１領域を選定し、選定された第
１領域における温度荷重を前記第２領域の温度荷重として各々設定し、前記第２領域の温
度荷重から応力状態を計算する第２領域応力計算ステップと、
　前記応力状態から求められる破壊発生指標が許容値を超える箇所を破壊発生箇所として
特定する破壊発生予測ステップと、
を含む、樹脂成形体の破壊箇所の予測方法。
【請求項２】
　前記第１領域温度荷重計算ステップでは、複数の第１領域の各々について圧力及び温度
の状態を算出し、前記圧力及び温度の状態を基に、各々の第１領域について、下記式（ｉ
）を用いて第１領域の離型直前までの温度荷重（ΔＴＬ１）を計算する、請求項１に記載
の予測方法。
【数１】

（式（ｉ）中、ΔＴＬ１は第１温度荷重［℃］、Ｍｔは冷却水温度［℃］であり、Ｔｓは
収縮開始時における樹脂の温度［℃］、Ｐｓは収縮開始時における樹脂の体積［ｍ３］で
あり、Ｖ（Ｔｅｊ、０ＭＰａ）は離型時の温度で圧力を掛けていない状態での樹脂の比容
積［ｍ３／ｋｇ］であり、Ｖ（Ｔｓ，Ｐｓ）は収縮開始時における樹脂の比容積［ｍ３／
ｋｇ］であり、αｖは樹脂の体積膨張率［１／℃］である。）
【請求項３】
　前記第１領域温度荷重計算ステップでは、複数の第１領域の各々について圧力及び温度
の状態を算出し、前記圧力及び温度の状態を基に、各々の第１領域について、下記式（ｉ
ｉ）を用いて第１領域の離型後から室温に冷却されるまでの温度荷重（ΔＴＬ２）を計算
する、請求項１又は２に記載の予測方法。
【数２】

（式（ｉｉ）中、ΔＴＬ２は第２温度荷重［℃］、Ｒｔは室温［℃］、Ｔｅｊは離型時の
温度［℃］である。）
【請求項４】
　前記第２領域応力計算ステップでは、各々の第２領域について、
　設定された前記第２領域の温度荷重を基に、下記式（ｉｉｉ）を用いて前記樹脂成形体
の内部における応力分布の計算を行い、
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　下記式（ｉｖ）を用いて前記樹脂成形体への薬液の膨潤による応力の計算を行う、請求
項１から３のいずれかに記載の予測方法。
【数３】

（式（ｉｉｉ）中、Ｅ（ｔ，Ｔ）は時間ｔ［ｓ］及び温度Ｔ［℃］における弾性率［ＭＰ
ａ］、Ｅ０（Ｔ）は規格化定数［ＭＰａ］、Ｅ∞は定数［ＭＰａ］、Ｅｉはプローニー級
数［ＭＰａ］、ｔは時間［ｓ］、τｉは緩和時間［ｓ］である。）
【数４】

（式（ｉｖ）中、σｓは膨潤により発生する応力［ＭＰａ］であり、Ｅｓは膨潤状態の弾
性率［ＭＰａ］であり、εｓは膨潤によるひずみであり、ｔは時間［ｓ］、Ｔは温度［℃
］、Ｄは拡散係数［ｍ２／ｈ］である。）
【請求項５】
　前記式（ｉ）における温度Ｔｓとして、樹脂の成形型への充填完了後、樹脂成形体のゲ
ート部が固化する際の温度を設定する、請求項４に記載の予測方法。
【請求項６】
　前記破壊発生予測ステップでは、前記膨潤により生じる応力と、前記応力分布から、下
記式（ｖ）を用いて前記破壊発生指標を計算する、請求項４又は５に記載の予測方法。

【数５】

（式（ｖ）中、σＴＯＴは破壊発生指標［ＭＰａ］であり、σ１は成形体の内部における
主応力［ＭＰａ］であり、σｏｕｔは外力［ＭＰａ］である。）
【請求項７】
　樹脂の成形に用いる成形型の設計や成形条件が異なる、複数の仮想成形体モデルを作成
し、前記仮想成形体モデルの各々における前記破壊発生指標を比較して、前記破壊発生指
標が最も小さくなる仮想成形体モデルを把握する、最適モデル把握ステップをさらに含む
、請求項１から６のいずれかに記載の予測方法。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれかに記載の方法により求められた前記破壊発生指標に基づいて
、樹脂の成形に用いる成形型の設計や成形条件を決定する工程を有し、それにより耐薬品
性に優れた樹脂成形体を得る、樹脂成形体の製造方法。
【請求項９】
　前記成形型のうち、請求項１から７のいずれかに記載の方法により予測された前記破壊
箇所に面した部分における冷却機構を増設するように、前記成形型の設計を決定する、請
求項８に記載の樹脂成形体の製造方法。
【請求項１０】
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　前記成形型として冷却水を用いて冷却するものを用い、
　前記成形型に供給される冷却水の温度を変化させたときにおける、前記破壊箇所に面し
た部分の温度差が、前記冷却水の温度差の１．２倍以下となるように前記冷却機構を増設
する、請求項９に記載の樹脂成形体の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１から７のいずれかに記載の方法によって予測された前記破壊箇所に面した部分
が高熱伝導材料から構成されるように、前記成形型の設計を決定する、請求項８から１０
に記載の樹脂成形体の製造方法。
【請求項１２】
　前記高熱伝導材料として、１００Ｗ／ｍ・Ｋ以上の熱伝導率の材料を用いるように、前
記成形型の設計を決定する、請求項１１に記載の樹脂成形体の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１から７のいずれかに記載の方法により予測された前記破壊箇所に面したコーナ
ー部の曲率半径Ｒが０．１ｍｍ以上にするように、前記成形型の設計を決定する、請求項
８から１２に記載の樹脂成形体の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１から７のいずれかに記載の方法により予測された前記破壊箇所に面した部分に
リブを設けるように、前記成形型の設計を決定する、請求項８から１３に記載の樹脂成形
体の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１から７のいずれかに記載の方法により予測された前記破壊箇所に面した部分の
肉厚を増加させるように、前記成形型の設計を決定する、請求項８から１４に記載の樹脂
成形体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂成形体の破壊箇所の予測方法、及び樹脂成形体の製造方法に関し、特に
、燃料をはじめとする薬品への浸漬による樹脂成形体の破壊箇所の予測方法と、それを基
にした、耐薬品性に優れた樹脂成形体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から自動車の分野では、車体の軽量化のために、熱可塑性樹脂の射出成形体からな
る樹脂成形体によって、金属部品を代替する動きが進められている。熱可塑性樹脂の中で
もポリアセタール樹脂は、耐薬品性、特に耐燃料性に優れることから、燃料油と直接接触
する部品、例えば燃料ポンプモジュール等に代表される燃料搬送ユニット等の大型部品に
も用いられている。
【０００３】
　しかし、それらの樹脂成形体を、自動車のように長期間にわたって用いられる製品に用
いた場合、樹脂成形体を燃料に長期間にわたって浸漬させたときに割れが発生することで
、燃料漏れの原因になることが懸念されている。燃料の浸漬による樹脂成形体の破壊の原
因の一つとして、射出成形時に成形体の内部に発生する残留応力が考えられ、その予測及
び解析の手法や、対策が求められている。
【０００４】
　また、昨今では、バイオディーゼル燃料のように燃料成分が多様化しており、自動車部
品用の樹脂成形体では、耐薬品性、特に耐燃料性のさらなる向上が求められている。
【０００５】
　このような観点から、例えば特許文献１には、ポリアセタール樹脂と、特定の一般式で
表されるヒンダードフェノール系酸化防止剤と、脂肪酸カルシウム塩とを含んだポリアセ
タール樹脂組成物からなる、耐燃料性樹脂成形体が記載されている。
【０００６】
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　しかし、このような成形体では、樹脂組成物の組成が限定されるため、樹脂の流動性等
の制約によって樹脂部品の設計の自由度が低くなる。また、同様の制約によって樹脂の成
形条件も限定されるため、樹脂組成物の組成によらない耐薬品性の改善手法が求められて
いた。
【０００７】
　また、特許文献２には、特定の融点を有する結晶性のポリアセタール樹脂組成物を、結
晶化度及び自由体積平均直径が特定の範囲となるような条件で成形する、耐薬品性に優れ
たポリアセタール樹脂成型品が記載されている。
【０００８】
　このような結晶性の熱可塑性樹脂は、結晶化によって耐薬品性が有利になると一般的に
考えられている。しかしながら、結晶化によって成形時の収縮が促進されることで、成形
体の内部の残留応力に対して不利に働く場合があり、結晶化による耐薬品性の向上と残留
応力の低減とがトレードオフの関係を有するため、これらを両立させることが困難であっ
た。加えて、このような結晶性の熱可塑性樹脂では、燃料等の薬品の浸漬による、樹脂成
形体の破壊の予測及び解析も困難であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１３－１１２７２８号公報
【特許文献２】特開２００１－２７８９９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたものであり、樹脂組成物の組成
によることなく、耐薬品性に優れた樹脂成形体を得る方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた。その結果、計算機支援工
学（ＣＡＥ）による流動解析と構造解析を組み合わせて、薬品浸漬に伴う破壊箇所を予測
し、また、破壊箇所の予測に基づいて成形型における冷却回路等の構造を設計することに
より、上記の課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。
　より具体的に、本発明は、以下のものを提供する。
【００１２】
　（１）　本発明の破壊箇所の予測方法は、樹脂成形体の薬品浸漬による破壊箇所の予測
方法であって、前記樹脂成形体を得るときの樹脂の流動解析用モデルを作成し、前記流動
解析用モデルを複数の第１領域に要素分割する第１領域準備ステップと、要素分割された
前記第１領域の各々について、樹脂の圧力及び温度の状態を基に温度荷重を計算する第１
領域温度荷重計算ステップと、前記樹脂成形体の構造解析用モデルを作成し、前記構造解
析用モデルを複数の第２領域に要素分割する第２領域準備ステップと、要素分割された前
記第２領域の各々の位置に対応する第１領域を選定し、選定された第１領域における温度
荷重を前記第２領域の温度荷重として各々設定し、前記第２領域の温度荷重から応力状態
を計算する第２領域応力計算ステップと、前記応力状態から求められる破壊発生指標が許
容値を超える箇所を破壊発生箇所として特定する破壊発生予測ステップと、を含む、樹脂
成形体の破壊箇所の予測方法である。
【００１３】
　（２）　また、本発明は、前記第１領域温度荷重計算ステップでは、複数の第１領域の
各々について圧力及び温度の状態を算出し、前記圧力及び温度の状態を基に、各々の第１
領域について、下記式（ｉ）を用いて第１領域の離型直前までの温度荷重（ΔＴＬ１）を
計算する、（１）に記載の予測方法である。
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【数１】

（式（ｉ）中、ΔＴＬ１は第１温度荷重［℃］、Ｍｔは冷却水温度［℃］であり、Ｔｓは
収縮開始時における樹脂の温度［℃］、Ｐｓは収縮開始時における樹脂の体積［ｍ３］で
あり、Ｖ（Ｔｅｊ、０ＭＰａ）は離型時の温度で圧力を掛けていない状態での樹脂の比容
積［ｍ３／ｋｇ］であり、Ｖ（Ｔｓ，Ｐｓ）は収縮開始時における樹脂の比容積［ｍ３／
ｋｇ］であり、αｖは樹脂の体積膨張率［１／℃］である。）
【００１４】
　（３）　また、本発明は、前記第１領域温度荷重計算ステップでは、複数の第１領域の
各々について圧力及び温度の状態を算出し、前記圧力及び温度の状態を基に、各々の第１
領域について、下記式（ｉｉ）を用いて第１領域の離型後から室温に冷却されるまでの温
度荷重（ΔＴＬ２）を計算する、（１）又は（２）に記載の予測方法である。
【数２】

（式（ｉｉ）中、ΔＴＬ２は第２温度荷重［℃］、Ｒｔは室温［℃］、Ｔｅｊは離型時の
温度［℃］である。）
【００１５】
　（４）　また、本発明は、前記第２領域応力計算ステップでは、各々の第２領域につい
て、設定された前記第２領域の温度荷重を基に、下記式（ｉｉｉ）を用いて前記樹脂成形
体の内部における応力分布の計算を行い、下記式（ｉｖ）を用いて前記樹脂成形体への薬
液の膨潤による応力の計算を行う、（１）から（３）のいずれかに記載の予測方法である
。
【数３】

（式（ｉｉｉ）中、Ｅ（ｔ，Ｔ）は時間ｔ［ｓ］及び温度Ｔ［℃］における弾性率［ＭＰ
ａ］、Ｅ０（Ｔ）は規格化定数［ＭＰａ］、Ｅ∞は定数［ＭＰａ］、Ｅｉはプローニー級
数［ＭＰａ］、ｔは時間［ｓ］、τｉは緩和時間［ｓ］である。）

【数４】

（式（ｉｖ）中、σｓは膨潤により発生する応力［ＭＰａ］であり、Ｅｓは膨潤状態の弾
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性率［ＭＰａ］であり、εｓは膨潤によるひずみであり、ｔは時間［ｓ］、Ｔは温度［℃
］、Ｄは拡散係数［ｍ２／ｈ］である。）
【００１６】
　（５）　また、本発明は、前記式（ｉ）における温度Ｔｓとして、樹脂の成形型への充
填完了後、樹脂成形体のゲート部が固化する際の温度を設定する、（４）に記載の予測方
法である。
【００１７】
　（６）　また、本発明は、前記破壊発生予測ステップでは、前記膨潤により生じる応力
と、前記応力分布から、下記式（ｖ）を用いて前記破壊発生指標を計算する、（４）又は
（５）に記載の予測方法である。
【数５】

（式（ｖ）中、σＴＯＴは破壊発生指標［ＭＰａ］であり、σ１は成形体の内部における
主応力［ＭＰａ］であり、σｏｕｔは外力［ＭＰａ］である。）
【００１８】
　（７）　また、本発明は、樹脂の成形に用いる成形型の設計や成形条件が異なる、複数
の仮想成形体モデルを作成し、前記仮想成形体モデルの各々における前記破壊発生指標を
比較して、前記破壊発生指標が最も小さくなる仮想成形体モデルを把握する、最適モデル
把握ステップをさらに含む、（１）から（６）のいずれかに記載の予測方法である。
【００１９】
　（８）　また、本発明は、（１）から（７）のいずれかに記載の方法により求められた
前記破壊発生指標に基づいて、樹脂の成形に用いる成形型の設計や成形条件を決定する工
程を有し、それにより耐薬品性に優れた樹脂成形体を得る、樹脂成形体の製造方法である
。
【００２０】
　（９）　また、本発明は、前記成形型のうち、（１）から（７）のいずれかに記載の方
法により予測された前記破壊箇所に面した部分における冷却機構を増設するように、前記
成形型の設計を決定する、（８）に記載の樹脂成形体の製造方法である。
【００２１】
　（１０）　また、本発明は、前記成形型として冷却水を用いて冷却するものを用い、前
記成形型に供給される冷却水の温度を変化させたときにおける、前記破壊箇所に面した部
分の温度差が、前記冷却水の温度差の１．２倍以下となるように前記冷却機構を増設する
、（９）に記載の樹脂成形体の製造方法である。
【００２２】
　（１１）　また、本発明は、（１）から（７）のいずれかに記載の方法によって予測さ
れた前記破壊箇所に面した部分が高熱伝導材料から構成されるように、前記成形型の設計
を決定する、（８）から（１０）に記載の樹脂成形体の製造方法である。
【００２３】
　（１２）　また、本発明は、前記高熱伝導材料として、１００Ｗ／ｍ・Ｋ以上の熱伝導
率の材料を用いるように、前記成形型の設計を決定する、（１１）に記載の樹脂成形体の
製造方法。
【００２４】
　（１３）　また、本発明は、（１）から（７）のいずれかに記載の方法により予測され
た前記破壊箇所に面したコーナー部の曲率半径Ｒが０．１ｍｍ以上にするように、前記成
形型の設計を決定する、（８）から（１２）に記載の樹脂成形体の製造方法である。
【００２５】
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　（１４）　また、本発明は、（１）から（７）のいずれかに記載の方法により予測され
た前記破壊箇所に面した部分にリブを設けるように、前記成形型の設計を決定する、（８
）から（１３）に記載の樹脂成形体の製造方法である。
【００２６】
　（１５）　また、本発明は、（１）から（７）のいずれかに記載の方法により予測され
た前記破壊箇所に面した部分の肉厚を増加させるように、前記成形型の設計を決定する、
（８）から（１４）に記載の樹脂成形体の製造方法である。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によることで、樹脂組成物の組成によることなく、耐薬品性に優れた樹脂成形体
を得る方法を提供することができる。特に、本発明によることで、射出成形等によって得
られる樹脂成形体において、燃料等の薬品の浸漬による破壊箇所を予測することができ、
また、それに基づいて耐薬品性に優れた樹脂成形体を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】破壊箇所の予測方法と、耐薬品性に優れる樹脂成形体の製造方法における、具体
的態様の一例を示すフローチャートである。
【図２】第２領域応力計算ステップにおける具体的態様の一例を示すフローチャートであ
る。
【図３】対応第１領域探索ステップにおける対応第１領域の探索の一例を示す概念図であ
る。
【図４】対応第１領域探索ステップにおける具体的態様の一例を示すフローチャートであ
る。
【図５】一連の解析プログラムを実現するためのハードウェア資源の一例を示す概念図で
ある。
【図６】（ａ）実施例１における流動解析モデルの全体図と、（ｂ）実施例１の流動解析
モデルを複数の第１領域に要素分割した後の形状を示す斜視図である。
【図７】実施例１の第１領域における圧力の分布を示す断面斜視図である。
【図８】実施例１の第１領域における温度の分布を示す断面斜視図である。
【図９】実施例１の構造解析モデルを、複数の第２領域に要素分割した後の形状を示す斜
視図である。
【図１０】実施例１の第２領域における温度荷重の分布を示す断面斜視図である。
【図１１】実施例１の第２領域におけるＳｉｇｎｅｄ　Ｖｏｎ　Ｍｉｚｅｓ応力分布を示
す断面斜視図である。
【図１２】実施例１の第２領域における、薬液の浸透による膨張から生じた応力の分布を
示す（ａ）斜視図と、（ｂ）コネクタ部分（点線部分）の要部斜視図である。
【図１３】実施例１の第２領域における、破壊発生指標σＴＯＴの分布を示す（ａ）斜視
図と、（ｂ）コネクタ部分（点線部分）の要部斜視図である。
【図１４】実施例２の第２領域における、温度荷重の分布を示す断面斜視図である。
【図１５】実施例２の第２領域における、Ｓｉｇｎｅｄ　Ｖｏｎ　Ｍｉｚｅｓ応力分布を
示す断面斜視図である。
【図１６】実施例２の第２領域における、薬液浸透による膨張から生じた応力の分布を示
す（ａ）斜視図と、（ｂ）コネクタ部分（点線部分）の要部斜視図である。
【図１７】実施例２の第２領域における破壊発生指標σＴＯＴの分布を示す（ａ）斜視図
と、（ｂ）コネクタ部分（点線部分）の要部斜視図である。
【図１８】実施例３の第２領域における破壊発生指標σＴＯＴの分布を示す（ａ）斜視図
と、（ｂ）コネクタ部分（点線部分）の要部斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の具体的な実施形態について、詳細に説明する。本発明は、以下の実施形
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態に何ら限定されるものではなく、本発明の目的の範囲内において、適宜変更を加えて実
施することができる。
【００３０】
＜破壊箇所の予測方法、及び耐薬品性に優れる樹脂成形体の製造方法＞
　本発明に係る破壊箇所の予測方法は、複数の第１領域に要素分割された樹脂成形体の流
動解析用モデルを準備する第１領域準備ステップＳ１と、要素分割された複数の第１領域
の各々について温度・圧力状態から温度荷重を算出する第１領域温度荷重計算ステップＳ
２と、複数の第２領域に要素分割された構造解析用モデルを準備する第２領域準備ステッ
プＳ３と、第２領域に対応する第１領域の情報を用いて構造解析を行うことで第２領域の
応力分布を求める第２領域応力計算ステップＳ４と、応力分布をもとに破壊発生指標σＴ

ＯＴの分布を計算し、破壊発生箇所の特定を行う破壊発生予測ステップＳ５と、を含む。
この破壊箇所の予測方法は、複数の仮想成形体モデルの結果を比較して最適な成形型の設
計や成形条件を把握する最適モデル把握ステップＳ６を含んでもよい。
【００３１】
　また、本発明に係る樹脂成形体の製造方法は、上述のステップＳ１～Ｓ６によって特定
した破壊発生箇所や、把握した最適モデルを考慮して、樹脂成形体の耐薬品性を改良する
樹脂成形体改良ステップＳ７を含む。
【００３２】
　図１は、燃料等の薬品の浸漬による、樹脂成形体の破壊箇所の予測方法と、それを用い
た耐薬品性に優れる樹脂成形体の製造方法の一例を示すフローチャートである。
【００３３】
〔第１領域準備ステップＳ１〕
　第１領域準備ステップＳ１では、樹脂成形体の流動解析用モデルを作成し、前記流動解
析用モデルを複数の第１領域に要素分割することで、樹脂成形体の流動解析用モデルを準
備する。より具体的に、第１領域準備ステップＳ１は、樹脂成形体の流動解析用モデルを
作成するステップＳ１１と、作成した流動解析用モデルを、複数の第１領域に分割するス
テップＳ１２と、を有する。
【００３４】
　樹脂を成形する際の成形型内部での樹脂の挙動を予測するにあたっては、成形型の内部
における、樹脂の圧力及び温度の状態を把握する必要がある。しかし、圧力センサーや温
度センサー等を用いて、樹脂の圧力及び温度の状態を直接的に測定しようとしても、樹脂
と成形型との接触面における圧力及び温度の状態が把握されるのみであるため、成形体の
内部や肉厚中心部における圧力及び温度の分布を直接的に測定することが困難である。そ
こで、本発明では、樹脂成形体の流動解析用モデルについて要素分割を行い、要素分割さ
れた複数の領域の各々について、樹脂の流動解析を行うことで、成形型の内部における樹
脂の圧力や温度の状態についてもシミュレーションを行う。
【００３５】
　第１領域準備ステップＳ１において行う流動解析の手法としては、特に限定されるもの
でなく、例えば、有限要素法を用いた流動解析等が挙げられる。有限要素法を用いた流動
解析によって配向状態の情報を取得する場合、異方性樹脂成形体の肉厚方向に対し、５分
割以上で要素分割することが好ましい。要素分割の程度が４分割より多くすることで、肉
厚方向の繊維配向が平均化され難くなるため、構造解析の精度を低下し難くすることがで
きる。
【００３６】
　また、流動解析の精度を高めるため、成形型のゲート、ランナー、キャビティ部、冷却
配管、パーティングライン、入れ駒部等の金型分割、ガスベントについてもモデル化し、
流動解析モデルに組み入れることが好ましい。
【００３７】
　第１領域準備ステップＳ１における流動解析用モデルの作成と、流動解析用モデルの要
素分割を行う手法は、特に限定されるものでない。一例として、後述する流動解析用要素
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分割プログラム４１Ａを用いて行うことができる。より具体的には、まず、ＣＡＤ（Ｃｏ
ｍｐｕｔｅｒ－Ａｉｄｅｄ　Ｄｅｓｉｇｎ）インタフェース等を利用して樹脂成形体の形
状を後述する情報処理装置に取り込み、又は、ＣＡＤシステムにより樹脂成形体の形状を
作成して情報処理装置の記憶装置に保存し、流動解析用モデルや構造解析用モデルにする
範囲を設定する。次いで、要素分割プリプロセッサ等で流動解析用要素分割プログラム４
１Ａを行い、有限要素法等の要素分割を行うことで、樹脂成形体の形状を複数の領域に分
割する手法を用いることができる。
【００３８】
　要素の形状は特に限定されるものでなく、四面体１次要素、四面体２次要素、六面体１
次要素、六面体２次要素等を選択することができ、有限要素法ソフトウェアの仕様、計算
するコンピュータシステムの仕様、計算コスト等に応じて適宜選択すればよい。
【００３９】
　要素の数も特に限定されるものでないが、要素品質（計算精度）、計算時間等を考慮し
てソフトウェアの特性に応じ適宜選択すればよい。
【００４０】
〔第１領域温度荷重計算ステップＳ２〕
　第１領域温度荷重計算ステップＳ２では、要素分割された第１領域の各々における温度
・圧力状態から、第１領域の温度荷重ΔＴＬ1、ΔＴＬ2を算出する。より具体的に、第１
領域温度荷重計算ステップＳ２は、第１領域の各々について、所定時間ごとの圧力及び温
度の状態をシミュレートするステップＳ２１と、シミュレートによって得られた第１領域
の圧力及び温度の状態を基に、樹脂成形体の収縮量を温度に換算して、第１領域の各々に
おける温度荷重ΔＴＬ1、ΔＴＬ2を算出するステップＳ２２と、を有する。
【００４１】
　ここで、ステップＳ２１における第１領域の各々についての圧力及び温度の状態のシミ
ュレートは、公知の流動解析ソフトウェアを用いて行うことができ、これらは後述する流
動解析・温度荷重計算プログラム４１Ｂに該当する。例えば、ＡＵＴＯＤＥＳＫ社製のＡ
ＵＴＯＤＥＳＫ　ＳＩＭＵＬＡＴＩＯＮ　ＭＯＬＤＦＬＯＷ　ＩＮＳＩＧＨＴや、東レエ
ンジニアリング社製の３Ｄ　ＴＩＭＯＮ、Ｃｏｒｅ　Ｔｅｃｈ社製のＭｏｌｄｅｘ　３Ｄ
等を用いることができる。
【００４２】
　また、ステップＳ２２における第１領域の温度荷重には、樹脂成形体が離型する前の温
度荷重である第１温度荷重ΔＴＬ１と、樹脂成形体が離型した後の温度荷重である第２温
度荷重ΔＴＬ２とが含まれるため、それぞれ以下のように計算する。
【００４３】
　まず、第１温度荷重ΔＴＬ１は、以下の式（ｉ）により計算することができる。
【数６】

（式（ｉ）中、ΔＴＬ１は第１温度荷重［℃］、Ｍｔは冷却水温度［℃］であり、Ｔｓは
収縮開始時における樹脂の温度［℃］、Ｐｓは前記収縮開始時における樹脂の体積［ｍ３

］であり、Ｖ（Ｔｅｊ、０ＭＰａ）は離型時の温度で圧力を掛けていない状態での樹脂の
比容積［ｍ３／ｋｇ］であり、Ｖ（Ｔｓ，Ｐｓ）は前記収縮開始時における樹脂の比容積
［ｍ３／ｋｇ］であり、αｖは樹脂の体積膨張率［１／℃］である。）
【００４４】
　また、第２温度荷重ΔＴＬ２は、以下の式（ｉｉ）により計算することができる。
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【数７】

（式（ｉｉ）中、ΔＴＬ２は第２温度荷重［℃］、Ｒｔは室温［℃］、Ｔｅｊは離型時の
温度［℃］である。）
【００４５】
　これらの第１温度荷重ΔＴＬ１及び第２温度荷重ΔＴＬ２の算出も、ステップＳ２１と
同様の流動解析ソフトウェアを用いて行うことができる。
【００４６】
　なお、本明細書における「収縮開始時」は、樹脂成形体と成形型のゲートとが接する箇
所の温度をもとに決定することができる。より具体的には、要素分割された第１領域のう
ち、ゲートに接する部分（ゲート部）の温度のシミュレーション値で近似することができ
る。そして、この「収縮開始時」における樹脂の温度としては、樹脂成形体のゲート部が
固化する際の温度を設定することができる。例えば、樹脂成形体を構成する樹脂が主とし
て結晶性樹脂である場合は、ゲート部の温度のシミュレーション値が樹脂の結晶化温度以
下に達する時点を「収縮開始時」とすることができ、樹脂成形体を構成する樹脂が主とし
て非晶性樹脂である場合は、ゲート部の温度のシミュレーション値が樹脂のガラス転移温
度（Ｔｇ）以下に達する時点を「収縮開始時」とすることができる。他方で、成形型のゲ
ートを流通する樹脂の温度について、熱電対等を用いて直接的に測定した値を、樹脂成形
体と成形型のゲートとが接する箇所の温度としてもよい。
【００４７】
〔第２領域準備ステップＳ３〕
　第２領域準備ステップＳ３では、第１領域準備ステップＳ１で準備した流動解析用モデ
ルとは別に、樹脂成形体の構造解析用モデルを作成し、この構造解析用モデルを複数の第
２領域に要素分割することで、樹脂成形体の構造解析用モデルを準備する。より具体的に
、第２領域準備ステップＳ３は、樹脂成形体の構造解析用モデルを作成するステップＳ３
１と、作成した構造解析用モデルを、複数の第２領域に分割するステップＳ３２と、を有
する。
【００４８】
　第２領域準備ステップＳ３における構造解析用モデルの作成と、構造解析用モデルの要
素分割を行う手法は、特に限定されるものでない。一例として、後述する構造解析用要素
分割プログラム４１Ｃを用いて行うことができるが、第１領域準備ステップＳ１における
構造解析用モデルの作成及び要素分割と同様の手法を用いてもよい。他方で、流動解析用
モデルを構造解析用の計算に用いた場合、プログラムが構造解析用の計算に対応しなくな
る場合があるほか、要素数が多くなることで計算コストが掛かり、また、計算用に要素品
質が悪いモデルを作成する必要があること等によって解析精度が劣る原因になりうる。そ
のため、流動解析用モデルとは別に、構造解析用モデルを用いることが好ましい。
【００４９】
　なお、第２領域準備ステップＳ３は、第１領域準備ステップＳ１や第１領域温度荷重計
算ステップＳ２の前に行ってもよいし、第１領域準備ステップＳ１や第１領域温度荷重計
算ステップＳ２の後に行ってもよいし、第１領域準備ステップＳ１や第１領域温度荷重計
算ステップＳ２と並行して行ってもよい。
【００５０】
〔第２領域応力計算ステップＳ４〕
　図２は、第２領域応力計算ステップＳ４の一例を示すフローチャートである。第２領域
応力計算ステップＳ４は、第１領域温度荷重計算ステップＳ２において求められた第１領
域の温度荷重ΔＴＬ１、ΔＴＬ２から、第２領域に生じている応力状態を計算するステッ
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プである。具体的には、要素分割された複数の第２領域の各々について、第２領域から最
も近い第１領域を探索する対応第１領域探索ステップＳ４１と、対応第１領域探索ステッ
プＳ４１で最も近いとされた第１領域における温度荷重を、各々の第２領域の温度荷重と
して設定する第２領域温度荷重設定ステップＳ４２と、複数の第２領域の各々について、
第２領域の温度荷重の状態を基に、粘弾性情報を考慮して構造解析を実施し、成形体の内
部における応力分布を計算する内部応力計算ステップＳ４３と、樹脂成形体への薬液浸透
による膨潤から生じる応力を計算する膨潤応力計算ステップＳ４４と、を有する。
【００５１】
［対応第１領域探索ステップＳ４１］
　対応第１領域探索ステップＳ４１では、ステップＳ３２で要素分割された構造解析モデ
ルにおける複数の第２領域の各々について、ステップＳ１２で要素分割された流動解析モ
デルにおける第１領域と比較し、それぞれの第２領域の位置に対応する最も近い位置にあ
る対応第１領域を選定する。
【００５２】
　例えば、図３（ａ）に記載される流動解析用モデルαを、ステップＳ１２でα１１～α

４４からなる第１領域に要素分割（図３（ｃ））を行い、また、図３（ｂ）に記載される
構造解析用モデルβを、ステップＳ３２でβ１１～β４４からなる第２領域に要素分割（
図３（ｄ））した場合には、第２領域の位置β３３に対応する最も近い位置にある対応第
１領域α３３を、ステップＳ４１で選定することができる（図３（ｅ））。
【００５３】
　対応第１領域探索ステップＳ４１の態様は特に限定されるものでないが、例えば図４に
示すように、第１領域について第１重心位置を導出する第１重心位置導出ステップＳ４１
１と、第２領域について第２重心位置を導出する第２重心位置導出ステップＳ４１２と、
第２領域の第２重心位置から最も近い第１重心位置を有する第１領域を探索し、それを第
２領域から最も近い第１領域とする最短第１領域設定ステップＳ４１３と、を有する態様
を例示できる。
　以下、対応第１領域探索ステップＳ４１の具体例について説明する。
【００５４】
（第１重心位置導出ステップＳ４１１）
　第１重心位置導出ステップＳ４１１は、流動解析用モデルを分割するステップＳ１２に
よって分割された第１領域の要素ごとに、要素を構成する節点の位置から第１重心位置を
求めるステップである。
【００５５】
（第２重心位置導出ステップＳ４１２）
　第２重心位置導出ステップＳ４１２は、第１重心位置導出ステップＳ４１１と同様に、
構造解析用モデルを分割するステップＳ２２によって分割された第２領域の要素ごとに、
要素を構成する節点の位置から第２重心位置を求めるステップである。
【００５６】
（最短第１領域設定ステップＳ４１３）
　最短第１領域設定ステップＳ４１３は、第１重心位置導出ステップＳ４１１で求めた第
１重心位置と、第２重心位置導出ステップＳ４１２で求めた第２重心位置とを比較して、
流動解析モデルと構造解析モデルを重ね合わせたときに最も近い位置にある、第１重心位
置と第２重心位置とを関連付けるステップである。より具体的には、分割された第２領域
の要素ごとに、流動解析モデルと構造解析モデルを重ね合わせたときにおける、第１重心
位置と第２重心位置との間の距離を計算して、最も近い位置にある第１領域（対応第１領
域）として関連付けることができる。
【００５７】
［第２領域温度荷重設定ステップＳ４２］
　第２領域温度荷重設定ステップＳ４２は、図２に記載されるように、対応第１領域探索
ステップＳ４１の後に行うステップであり、最短第１領域設定ステップＳ４１３において



(13) JP 2019-59116 A 2019.4.18

10

20

30

40

50

第２領域に関連付けられた第１領域における温度荷重を、第２領域の温度荷重として各々
設定するステップである。第１領域における温度荷重としては、第１領域温度荷重計算ス
テップＳ２において求められた第１領域の温度荷重ΔＴＬ１、ΔＴＬ２を用いる。上述の
ように、第１重心位置と第２重心位置との間の距離が最も近い位置にある第１領域を対応
第１領域として関連付けることで、第１領域準備ステップＳ１での要素分割が粗く、第１
領域の数が第２領域の数より少ない場合であっても、すべての第２領域に対して温度荷重
を設定することができる。
【００５８】
　この方式に従うことで、要素分割の状態によらずに、第１領域の温度荷重に関する情報
を、第２領域に当てはめることができる。第１領域の情報の第２領域への当てはめは、要
素の形状関数を用いて情報を補間して求めることもできるが、異なる要素によって分割し
ている場合には情報の補間が困難になり易く、また、構造解析における要素分割や、情報
密度に制約が生じる場合があるため、構造解析の精度に影響が及ぶ場合がある。
【００５９】
［内部応力計算ステップＳ４３］
　内部応力計算ステップＳ４３は、第２領域の各々について、第２領域温度荷重設定ステ
ップＳ４２で設定された温度荷重の情報を基に、後述する２段階に分け、樹脂の粘弾性情
報を考慮して、構造解析用計算プログラムを実行して構造解析計算を行い、成形体の内部
における主応力σ１の分布を求める。
【００６０】
　温度荷重からの主応力σ１の分布の計算は、後述の構造解析用計算プログラム４１Ｄと
して、公知の構造解析用計算プログラムを用いることができ、より具体的には、Ａｎｓｙ
ｓ　Ｉｎｃ．社製のＡＮＳＹＳ、Ｄａｓｓａｕｌｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｓ．Ａ社製のＡＢ
ＡＱＵＳ等を用いることができる。また、以下に記載する構造解析計算の方法によっても
求めることができる。
【００６１】
　ここで、粘弾性を考慮する構造解析計算は、２段階に分けられる。このうち、第１段階
では、第２領域の温度荷重として設定された温度荷重のうちΔＴＬ１を用いて、下記式（
ｉｉｉ－ａ）から離型直後の樹脂成形体の変形状態（変位ベクトル）Ｕを計算する。拘束
条件としては、樹脂成形体をＸ，Ｙ，Ｚの３方向で構成される直交座標系で１点をＸ，Ｙ
，Ｚ方向に拘束し、２点目をＸ，Ｚ方向、３点目をＺ方向のみ拘束する。ただし、３点を
含む面の法線方向が、直交座標系におけるＺ方向に極めて近い場合には、別の点の組み合
わせを拘束するか、２点目をＸ，Ｙ方向、３点目をＹ方向のみ拘束するようにしてもよい
。各拘束点は、それぞれ距離が長くなるように設定する。これは、各点の距離が近い場合
に、要素分割の状態によって計算精度が低下する場合があるためである。なお、第１段階
での物性としては、静的な温度依存性を考慮した弾性率とポアソン比、線膨張率を各要素
に設定する。
【数８】

（式（ｉｉｉ－ａ）中、α（Ｔ）は温度Ｔ［℃］における線膨張率［１／℃］、ΔＴＬ１

は第１温度荷重［℃］である。）
【００６２】
　また、第２段階では、離型直後の樹脂成形体の変形状態Ｕを初期の形状として与えた上
で、室温に至るまでの内部応力を、第２領域の温度荷重として設定された温度荷重のうち
ΔＴＬ２を用いて計算する。拘束条件としては、第一段階と同様に、樹脂成形体をＸ，Ｙ
，Ｚの３方向で構成される直交座標系で１点をＸ，Ｙ，Ｚ方向に拘束し、２点目をＸ，Ｚ
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方向、３点目をＺ方向のみ拘束する。ただし、３点を含む面の法線方向が直交座標系にお
けるＺ方向に極めて近い場合には、別の点の組み合わせを拘束するか、２点目をＸ，Ｙ方
向、３点目をＹ方向のみ拘束するようにしてもよい。各拘束点は、それぞれ距離が長くな
るように設定する。これは、各点の距離が近い場合に、要素分割の状態によって計算精度
が低下する場合があるためである。
【００６３】
　第２段階における内部応力の計算は、第２段階での物性として、静的な温度依存性を考
慮した弾性率とポアソン比、線膨張率を各要素に設定した上で行う。より具体的には、一
般化マクスウェル・モデルに基づいてプローニー級数展開した下記式（ｉｉｉ）を用いて
弾性率Ｅ（ｔ，Ｔ）を計算し、この弾性率Ｅ（ｔ，Ｔ）から、下記式（ｉｉｉ－ｂ）を用
いて、成形体内部における主応力σ１を計算することができる。
【数９】

（式（ｉｉｉ）中、Ｅ（ｔ，Ｔ）は時間ｔ［ｓ］及び温度Ｔ［℃］における弾性率［ＭＰ
ａ］、Ｅ０（Ｔ）は規格化定数［ＭＰａ］、Ｅ∞は定数［ＭＰａ］、Ｅｉはプローニー級
数［ＭＰａ］、ｔは時間［ｓ］、Ｔは温度［℃］、τｉは緩和時間［ｓ］である。）

【数１０】

（式（ｉｉｉ－ｂ）中、σ１は離型後から室温に至るまでに発生する応力［ＭＰａ］であ
り、Ｅ（ｔ，Ｔ）は時間ｔ［ｓ］・温度Ｔ［℃］における弾性率［ＭＰａ］、α（Ｔ）は
温度Ｔ［℃］における線膨張率［１／℃］、ΔＴＬ２は第２温度荷重［℃］である。）
【００６４】
　ここで、式（ｉｉｉ）中の各パラメータを求めるには、種々の温度における、応力緩和
の測定値あるいは動的粘弾性のデータに基づいてマスターカーブを作成し、少なくとも３
水準以上の緩和時間τｉについてＥ０（Ｔ）、Ｅ∞、Ｅｉを増減させて得られたＥ（ｔ，
Ｔ）と、このマスターカーブとの差が最小になるように設定して求める。
【００６５】
　この式（ｉｉｉ）は、一定の温度水準における関係を示しているが、温度が時間や領域
によって変化する場合に、弾性率Ｅ（ｔ，Ｔ）を計算することは容易でない。そこで、温
度－時間換算則を用いる。プローニー級数を得る為には、幅広い温度水準で応力緩和を測
定し、それを弾性率の時間依存性としてまとめる。温度－時間換算則に従い、ある温度を
基準として、時間を増減させ、各温度水準が一つの曲線になるようにあわせた合成曲線を
用いることにより、弾性率は温度、時間の関数として求められる。各温度における時間移
動量は一般的にシフトファクタと呼ばれ、例えば下記式（ｉｉｉ´）のようにして、シフ
トファクタａｔを弾性率Ｅ（ｔ，Ｔ）の計算式に組み込むことができる。
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【数１１】

【００６６】
　シフトファクタａｔを導入する手法については、上記式（ｉｉｉ´）に限定されるもの
でなく、例えばアレニウス式、Ｗｉｌｌｉａｍ－Ｌａｎｄｅｌ－Ｆｅｒｒｙ式、Ｔｏｏｌ
－Ｎａｒａｙａｎａｓｗａｍｙ式を用いることによっても、温度の関数として表すことが
できる。このようにシフトファクタａｔを導入する手法は、構造計算上の扱いが容易にな
るため、一般的な非線形解析ソフトにも広く採用されている。
【００６７】
　式（ｉｉｉ－ｂ）によって得られた、成形体の内部における主応力σ１は、下記式（ｉ
ｉｉ－ｃ）を用いてＳｉｇｎｅｄ　Ｖｏｎ　Ｍｉｚｅｓ応力に換算し、このＳｉｇｎｅｄ
　Ｖｏｎ　Ｍｉｚｅｓ応力を用いて評価する。
【数１２】

（式（ｉｉｉ－ｃ）中、σｓｖｍはＳｉｇｎｅｄ　Ｖｏｎ　Ｍｉｚｅｓ応力［ＭＰａ］、
σa、σb、σcはそれぞれ、σ１を最大主応力、中間主応力、最小主応力に分解して表示
したもの（σaは最大主応力［ＭＰａ］、σbは中間主応力［ＭＰａ］、σcは最小主応力
［ＭＰａ］）であり、Ｓｉｇｎ（）は括弧内が正であればＳｉｇｎ（σa＋σb＋σc）＝
＋１、負であればＳｉｇｎ（σa＋σb＋σc）＝－１とする。）
【００６８】
　成形後の樹脂成形体では、応力（残留応力）の分布状態として、引っ張り応力成分と圧
縮応力成分とが混在している場合が多いため、Ｓｉｇｎｅｄ　Ｖｏｎ　Ｍｉｚｅｓ応力分
布を評価することで、樹脂成形体における引っ張り応力と圧縮応力の分布状態を、区別し
て計算することができる。
【００６９】
［膨潤応力計算ステップＳ４４］
　また、第２領域の各々について、樹脂成形体の拡散係数Ｄから、樹脂の粘弾性情報を考
慮して、樹脂成形体への薬液浸透による膨潤から生じる応力を計算する。
【００７０】
　薬液浸透による膨潤から生じる応力の分布の計算も、後述の構造解析用計算プログラム
４１Ｄとして、公知の構造解析用計算プログラムを用いることができ、より具体的には、
Ａｎｓｙｓ　Ｉｎｃ．社製のＡＮＳＹＳ、Ｄａｓｓａｕｌｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｓ．Ａ社
製のＡＢＡＱＵＳ等を用いることができる。また、以下に記載する計算方法によっても求
めることができる。
【００７１】
　ここで、薬液浸透の挙動は、下記式（ａ）に示されるＦｉｃｋの拡散方程式に従い、樹
脂に膨潤した薬液の濃度Ｃに比例して、寸法が拡大するものとする。
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【数１３】

（式（ａ）中、Ｃは濃度、Ｄは拡散係数［ｍ２／ｈ］、ｔは時間［ｓ］、ｘは位置［ｍ］
である。）
【００７２】
　このうち、拡散係数Ｄは、下記式（ｂ）によって求められる。この式における、透過係
数Ｐ、溶解度係数Ｓ、密度ρは、温度、薬液の種類、浸透する樹脂の状態等によって変動
する。
【数１４】

（式（ｂ）中、Ｄは拡散係数［ｍ２／ｈ］であり、Ｐは透過係数（Ｐｅｒｍｅａｂｉｌｉ
ｔｙ　Ｃｏｎｓｔａｎｔ）［ｋｇ・ｍ／ｈ・Ｎ］であり、Ｓは溶解度係数（Ｓｏｌｕｂｉ
ｌｉｔｙ Ｃｏｎｓｔａｎｔ）［ｋｇ／Ｎ・ｍ］であり、ρは密度［ｋｇ／ｍ３］である
。）
【００７３】
　Ｆｉｃｋの拡散方程式は、ポアソン方程式とも呼ばれ、非定常熱伝導方程式と同形であ
るため、例えば伝熱解析を行うことで、薬液の拡散に関する挙動を予測できる。より具体
的には、薬液の濃度を温度に置き換え、伝熱解析に用いられる比熱と熱伝導率の比率をＤ
に置き換え、且つ、膨潤挙動の時間依存性を測定した結果を膨張挙動の線膨張率に置き換
えることにより、簡単な実験と計算によって予測できる。さらに、樹脂の結晶化度が高い
ほど拡散係数Ｄは小さくなるため、Ｆｉｃｋの拡散方程式を用いることで、樹脂の結晶化
度による影響も考慮することができる。
【００７４】
　上記の手法により、薬液の濃度が判れば、膨潤量が計算できる。膨潤量は薬液の濃度に
比例することが知られているため、薬液による膨潤ひずみとして、下記式（ｃ）により計
算できる。

【数１５】

（式（ｃ）中、εｓは薬液による膨潤ひずみであり、Ｃは薬液の濃度、Ａｓは薬液浸透度
による膨潤係数である。）
【００７５】
　次いで、上記式（ｃ）のようにして求める膨潤量を、樹脂部における歪みとして扱った
場合、膨潤状態における弾性率Ｅｓから、下記式（ｉｖ）を用いて、薬液の膨潤により発
生する応力σｓが求められる。
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【数１６】

（式（ｖ）中、σｓは膨潤により発生する応力［ＭＰａ］であり、Ｅｓは膨潤状態の弾性
率［ＭＰａ］であり、εｓは膨潤によるひずみであり、ｔは時間［ｓ］、Ｔは温度［℃］
、Ｄは拡散係数［ｍ２／ｈ］である。）
【００７６】
〔破壊発生予測ステップＳ５〕
　破壊発生予測ステップＳ５は、内部応力計算ステップＳ４３と膨潤応力計算ステップＳ
４４によって求められる樹脂成形体の応力状態を基に、破壊が予測される箇所を特定する
ステップである。この破壊発生予測ステップＳ５は、樹脂成形体の応力状態から破壊発生
指標σＴＯＴの分布を計算及び図示する破壊指標計算ステップＳ５１と、破壊発生指標σ

ＴＯＴの分布の図示結果から破壊箇所を評価及び判定する破壊箇所特定ステップＳ５２と
、を含んで構成される。
【００７７】
［破壊指標計算ステップＳ５１］
　樹脂成形体の内部に生じている主応力σ１と、薬液の膨潤によって発生する応力σｓと
、外力σｏｕｔ（圧力、荷重、拘束により生じる応力）とを合計した値が、破壊の発生に
ついての指標である破壊発生指標σＴＯＴとなる。具体的には、下記式（ｖ）を用いて計
算される。

【数１７】

（式（ｖ）中、σＴＯＴは破壊発生指標［ＭＰａ］であり、σ１は成形体の内部における
主応力［ＭＰａ］であり、σｏｕｔは外力［ＭＰａ］である。）
【００７８】
　ここで、破壊発生指標σＴＯＴが許容値を超える場合、樹脂成形体に破壊が発生すると
予測される。破壊発生指標σＴＯＴの許容値としては、比較的短期での樹脂成形体の破壊
については、材料が有する静的破壊強度の大きさを設定することができ、他方で、短期で
破壊しない場合はクリープ破壊寿命に基づいて定められ、樹脂の温度や時間によって適宜
設定される。
【００７９】
　特に、薬液の化学的性質によっては、薬液が分子鎖を切断すること等によって樹脂に劣
化が生じる場合がある。この場合における樹脂の劣化は、材料における破壊発生指標σＴ

ＯＴの許容値の低下として考慮することができる。
【００８０】
［破壊箇所特定ステップＳ５２］
　上述の破壊指標計算ステップＳ５１において、破壊発生指標σＴＯＴが正の値となった
場合、樹脂成形体表面近傍に引っ張りの応力が発生する位置のうち、破壊発生指標σＴＯ

Ｔが許容値を超えている位置において、樹脂成形体を薬液（燃料）浸漬したときに破壊が
発生することが多い。そのため、第２領域応力計算ステップＳ４で用いた構造解析用モデ
ルの、要素分割された各第２領域について破壊指標計算ステップＳ５１を行い、破壊発生
指標σＴＯＴの分布を求め、σＴＯＴが許容値を超える箇所を把握することで、破壊箇所
を特定することができる。
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【００８１】
〔最適モデル把握ステップＳ６〕
　最適モデル把握ステップＳ６は、複数の仮想成形体モデルに基づいて、破壊発生指標σ

ＴＯＴが最も小さくなる仮想成形体モデルを把握するステップである。より具体的には、
成形型の設計や成形条件が異なる複数の仮想成形体モデルを作成するステップＳ６１と、
それらの仮想成形体モデルの各々について、ステップＳ１～Ｓ５の解析を行って破壊発生
指標σＴＯＴを比較するステップＳ６２と、破壊発生指標σＴＯＴの比較結果から、破壊
発生指標σＴＯＴがより小さく、より破壊が発生し難い仮想成形体モデルを把握するステ
ップＳ６３と、を含む。樹脂製品を製造する現場では、射出成形体の成形条件について微
調整を行うことがあり、また、製品形状や冷却機構といった成形型の設計の変更がなされ
ることも多い。このとき、複数の仮想成形体モデルでの比較を行っておくことで、成形型
の設計や成形条件に変更やバラつきが生じても、実用に適した破壊箇所の予測を、より高
い精度で行うことができる。
【００８２】
〔樹脂成形体改良ステップＳ７〕
　樹脂成形体改良ステップＳ７は、ステップＳ１～Ｓ５の解析によって予測される破壊発
生指標σＴＯＴに基づいて、樹脂成形体の耐薬品性を改良するステップである。樹脂成形
体改良ステップＳ７には、破壊発生予測ステップＳ５において予測される、樹脂成形体の
破壊発生が予測される箇所について、樹脂の成形に用いる成形型の設計や成形条件を最適
化する製品設計・成形条件最適化ステップＳ７１や、当該箇所における成形型の冷却構造
を最適化する型冷却構造最適化ステップＳ７２、当該箇所における成形型の材質を最適化
する型材質最適化ステップＳ７３が挙げられる。
【００８３】
［製品設計・成形条件最適化ステップＳ７１］
　このうち、製品設計・成形条件最適化ステップＳ７１では、樹脂の成形に用いる成形型
の形状の設計や成形条件の最適化を行う。これにより、製品である樹脂成形体の設計や、
成形条件を、破壊の発生し難い条件にすることができる。
【００８４】
　成形型の形状の設計を最適化する具体例としては、破壊発生が予測される箇所のコーナ
ー部の曲率半径Ｒを好ましくは０．１ｍｍ以上にし、より好ましくは０．５ｍｍ以上にす
ることが挙げられる。また、成形型にリブ等の補強構造を設けたり、成形型の肉厚を厚く
することも挙げられる。特に、破壊発生が予測される箇所のコーナー部の曲率半径Ｒを大
きくすることで、仮に樹脂成形体と薬品が接触することでクラックが生じたとしても、そ
のクラックをより小規模なものに抑えることができる。
【００８５】
　このとき、他の部品との干渉等によって製品設計に制約が生じることや、成形機の条件
設定範囲の上下限等によって製造設備上の制約が生じること、及び、金型構造に起因する
熱の蓄積等により、形状変更による破壊発生の対策に限界が生じる場合があり、あるいは
逆効果が生じる場合もある。特にそのような場合は、製品設計・成形条件最適化ステップ
Ｓ７１と合わせて、又はそれらとは別に、他の樹脂成形体改良ステップＳ７を行ってもよ
い。
【００８６】
［型冷却構造最適化ステップＳ７２］
　また、型冷却構造最適化ステップＳ７２では、成形型の冷却構造について最適化を行う
。より具体的には、成形型のうち、破壊発生予測ステップＳ５によって予測される樹脂成
形体の破壊箇所に面した部分における冷却構造を可能な限り強化し、また製品形状につい
ても必要に応じてリブの削減（リブ間隔の拡大）や薄肉化といった変更を加えることが挙
げられる。これにより、成形時の樹脂温度が効率的に調節され、破壊発生指標σＴＯＴが
変化するため、破壊発生を低減させることができる。
【００８７】
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　成形型の冷却構造としては、冷却水路、バッフル管、バブラー管等が挙げられ、これら
を破壊発生指標σＴＯＴが高い箇所に増設することで、破壊発生の対策を行うことができ
る。また、異なる複数の冷却水温度についてＣＡＥによる冷却解析を行った結果に基づき
、成形型のうち破壊箇所に面した部分における温度差が、冷却水の温度差の１．２倍以下
となるように冷却配管を設計することが好ましい。これにより、冷却水の温度にバラつき
がある場合のように、先に述べたような製造設備上の制約があるような場合にも、破壊発
生の対策による効果を、安定的に得ることができる。
【００８８】
　なお、型冷却構造最適化ステップＳ７２は、それのみで行ってもよいし、他の樹脂成形
体改良ステップＳ７と合わせて行ってもよい。
【００８９】
［型材質最適化ステップＳ７３］
　しかしながら、製品形状や金型構造上の制約により、効率的な型冷却構造の最適化は難
しい場合もある。そこで、型材質最適化ステップＳ７３では、成形型の材質について最適
化を行う。より具体的には、成形型のうち、破壊発生予測ステップＳ５によって予測され
る樹脂成形体の破壊箇所に面した部分に、高熱伝導率を有する材料を用いることが挙げら
れる。これにより、成形型のうち、破壊発生指標σＴＯＴが許容値を超えた箇所の冷却を
促進することで破壊発生指標σＴＯＴが変化するため、破壊発生を低減させることができ
る。また、金型全体を高熱伝導率材料にすることは、耐久性が悪く、コストもかかるため
、合理的ではなく、部分的に材質を変えることが、耐久性、コストの観点で合理的である
。本発明の方法によれば、金型材質を変更する部分を効率的に予見できるため、型材質の
最適化も効率的に行うことができる。
【００９０】
　型材質最適化ステップＳ７３において用いられる高熱伝導率材料としては、１００Ｗ／
ｍ・Ｋ以上の熱伝導率を有する材料が挙げられ、より具体的には、アルミニウム合金（熱
伝導率１３０Ｗ/ｍ・Ｋ）、ベリリウム銅（熱伝導率１００～２００Ｗ／ｍ・Ｋ）、等が
挙げられる。
【００９１】
　特に、型材質最適化ステップＳ７３では、成形型に冷却のための構造物を外付けする必
要がなくなるため、樹脂成形体の製品形状が複雑な場合や、成形型におけるアンダーカッ
トやコアピン、ランナー等の他の機構と、冷却構造との干渉が問題となる場合、また、成
形型の強度を確保するために冷却機構の増設が困難な場合であっても、破壊発生の対策に
よる効果を、安定的に得ることができる。また、製品形状、金型構造上の制約を受けにく
く、解析等による形状最適化前の設計案を忠実に再現しやすいため、金型設計、製造のリ
ードタイムを短縮することが可能になる。
【００９２】
　なお、樹脂成形体改良ステップＳ７を行う際に、あらかじめ前述の最適モデル把握ステ
ップＳ６を行っておいてもよい。その場合、最適モデル把握ステップＳ６で得た、より破
壊が発生しにくい最適モデルを参照しながら樹脂成形体改良ステップＳ７を行うことがで
きるため、樹脂成形体改良ステップＳ７を効率よく行うことができ、また、破壊発生をよ
り確実に低減させることができる。
【００９３】
＜耐薬品性に優れる樹脂成形体の製造方法＞
　樹脂成形体改良ステップＳ７に従い、射出成形用の成形型を作製し、当該成形型を用い
て樹脂組成物の射出成形を行う。樹脂組成物の射出成形の条件は、製造設備上の制約や生
産性向上のための成形サイクル等を考慮し、用いる樹脂組成物に応じて適宜設定される。
このとき、製品設計・成形条件最適化ステップＳ７１で求めた最適条件を用いることが好
ましい。
【００９４】
　この製造方法によって得られる樹脂成形体は、耐薬品性に優れる。本発明における耐薬
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品性としては、燃料に対する耐性が挙げられるが、燃料による耐性の代わりに、酸やアル
カリ等の薬品による耐性を評価してもよい。
【００９５】
　本発明における耐薬品性の評価手段としては、ストレスクラック試験を用いて、樹脂成
形体にクラックが発生するまでの時間を評価する手段が挙げられる。
【００９６】
　ここで、ストレスクラック試験は、樹脂成形体に歪又は荷重等の一定の負荷を与えた状
態で、薬品を塗布し、滴下し、又は浸漬することによって樹脂成形体と接触させ、樹脂成
形体にクラックが発生するまでの時間を評価するものである。樹脂成形体は、実際の使用
態様においても、何らかの負荷が加わった状態で薬品に接触しているケースが多いため、
ストレスクラック試験は、実際の使用環境に即した試験として広く用いられる。
【００９７】
　ストレスクラック試験によってクラックが発生するまでの時間は、４３質量％の硫酸水
溶液に樹脂成形体を浸漬させた場合で、４時間超が好ましく、１０時間超がより好ましく
、４０時間超がさらに好ましい。クラックが発生するまでの時間が長くなるように成形型
を設計及び作製し、その成形型を用いて樹脂組成物の射出成形を行うことで、より耐薬品
性に優れた樹脂成形体を得ることができる。
【００９８】
＜解析プログラム＞
　本発明における流動解析用モデル及び構造解析用モデルの要素分割や、第１領域におけ
る温度荷重の計算、第２領域の各々の位置に対応する第１領域の選定、温度荷重からの応
力状態の計算と破壊発生箇所の特定は、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働するこ
とによって実現されることが好ましい。
【００９９】
　図５は、一連の解析プログラムを実現するためのハードウェア資源Ｈの一例を示す。ハ
ードウェア資源Ｈは、情報処理装置１と、設計者からの各種要求を受け付ける入力装置２
と、情報処理装置１が行った解析結果を出力する出力装置３とを備えている。また、情報
処理装置１は、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等のネットワークＮＷ
を介して、ＣＡＤ装置４に接続されている。
【０１００】
　情報処理装置１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１０
と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等により構成される主記憶装
置２０と、入力装置２及び出力装置３との間でデータ授受を行うＩ／Ｏインタフェース３
０と、ハードディスク等により構成される補助記憶装置４０と、ネットワークＮＷに接続
されている装置との間で行うデータ授受の制御を行うネットワークインタフェース（ＮＷ
インタフェース）５０と、を備える。
【０１０１】
　補助記憶装置４０には、上述した一連のステップを情報処理装置１に実行させるための
解析プログラム４１が格納されている。解析プログラム４１は、第１領域準備ステップＳ
１を情報処理装置１に実行させるための流動解析用要素分割プログラム４１Ａと、第１領
域温度荷重計算ステップＳ２を情報処理装置１に実行させるための流動解析・温度荷重計
算プログラム４１Ｂと、第２領域準備ステップＳ３を情報処理装置１に実行させるための
構造解析用要素分割プログラム４１Ｃと、第２領域応力計算ステップＳ４を情報処理装置
１に実行させるための構造解析用計算プログラム４１Ｄと、破壊発生予測ステップＳ５を
情報処理装置１に実行させるための破壊発生箇所特定プログラム４１Ｅと、を含んで構成
される。本発明に係る構造解析方法は、ＣＰＵ１０が補助記憶装置４０に格納されている
解析プログラム４１を主記憶装置２０にロードして実行することにより実現される。
【０１０２】
　上記の実施形態では、第１領域準備ステップＳ１から破壊発生予測ステップＳ５に至る
までの各ステップは、複数のプログラムが組み合わせられて実行されることで行われてい
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るが、これに限られることなく、最初から一体として構築されたプログラムでもよく、ま
た、実行されるコンピュータの形態や規模、設置場所等も限定されるものではない。
【実施例】
【０１０３】
　以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施
例に限定されるものではない。
【０１０４】
〔実施例１〕
〔第１領域準備ステップＳ１〕
　コネクタ部分が高熱伝導材料のアルミ合金（熱伝導率１３０Ｗ／ｍ・Ｋ）からなり、他
の部分がＳＵＳ焼入鋼（ＨＰＭ３８相当、熱伝導率２４Ｗ／ｍ・Ｋ）からなる成形型への
射出成形によって作製される、燃料タンク用部品のフランジの形状をＣＡＤデータとして
作成し、これにランナー、ゲート等を書き加えた流動解析モデルを作成した。このときの
流動解析モデルの全体図を図６（ａ）に示す。この流動解析モデルにおけるコネクタ周囲
のコーナー部の曲率半径Ｒは、０．２ｍｍである。なお、コネクタ部分も含めた全体がＳ
ＵＳからなる成形型に対し、実施例１では、コネクタ部分をアルミ合金としていることに
より、樹脂成形体改良ステップＳ７における、型材質最適化ステップＳ７３（金型材質の
高熱伝導率化）がなされた設計となっている。
　この流動解析モデルについて、複数の第１領域に要素分割する有限要素分割を行った。
【０１０５】
〔第１領域温度荷重計算ステップＳ２〕
　次いで、要素分割された複数の第１領域の各々について、流動解析によって樹脂の温度
及び圧力の状態をシミュレートした。ここで、樹脂の流動解析には、流動解析用要素分割
プログラムとして、ＡＵＴＯＤＥＳＫ社製のＡＵＴＯＤＥＳＫ　ＳＩＭＵＬＡＴＩＯＮ　
ＭＯＬＤＦＬＯＷ　ＩＮＳＩＧＨＴを用いた。また、樹脂の流動解析に用いた条件を、以
下に示す。
　　樹脂：非強化ポリオキシメチレン（ポリプラスチックス社製ジュラコン（登録商標）
、Ｍ９０－４４）
　　樹脂の温度：２００℃
　　成形型の温度：８０℃
　　成形型の材質：ＳＵＳ焼入鋼（ＨＰＭ３８相当、熱伝導率２４Ｗ/ｍ・Ｋ）
　　成形型のコネクタ部分の材質：アルミ合金（熱伝導率１３０Ｗ／ｍ・Ｋ）
　　射出流量：５７．７ｃｍ３／ｓ
　　保圧圧力：７０ＭＰａ
　　保圧時間：１５秒
　　型への充填完了時からゲート部が固化温度以下になるまでの冷却時間：１０秒
　　要素：四面体１次要素（分割数７０３０４０）
【０１０６】
　流動解析モデルを複数の第１領域に要素分割後した後の形状モデルは図６（ｂ）に示す
とおりとなった。また、流動解析によって求められた、第１領域における圧力の分布は図
７に示すとおりとなり、また、第１領域における温度の分布は図８に示すとおりとなった
。
【０１０７】
　得られた圧力及び温度の分布から、各１次要素について温度荷重を計算し、１次要素に
おける温度荷重の分布を求めた。
【０１０８】
［第２領域準備ステップＳ３］
　流動解析モデルとは別に、樹脂成形体の構造解析のために、燃料タンク用部品のフラン
ジの形状をＣＡＤデータとして作成し、これを構造解析モデルとした。この構造解析モデ
ルには、ランナー、ゲート等は含まれていない。また、この構造解析モデルにおけるコネ
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クタ周囲のコーナー部の曲率半径Ｒは、０．２ｍｍである。
【０１０９】
　作成した構造解析モデルについて、複数の第２領域に要素分割する有限要素分割を行っ
た。要素分割を行った後の構造解析モデルは、図９に示すとおりとなった。要素としては
四面体２次要素を用い、分割数は９５８７０であった。
【０１１０】
［第２領域応力計算ステップＳ４］
　第１領域と第２領域の各々について、要素ごとに重心の位置を求め、流動解析モデルと
構造解析モデルを重ね合わせたときに、重心位置が最も近い位置にある第１領域と第２領
域を関連付けた。そして、第２領域に関連付けられた第１領域の温度荷重を、第２領域の
温度荷重として設定した。第２領域における温度荷重の分布は、図１０に示すとおりとな
った。
【０１１１】
　次いで、第２領域の各々について、温度荷重に基づいて、Ｓｉｇｎｅｄ　Ｖｏｎ　ｍｉ
ｚｅｓ応力分布を求め、これを成形体の内部における主応力σ１とした。ここで、Ｓｉｇ
ｎｅｄ　Ｖｏｎ　ｍｉｚｅｓ応力分布の計算には、構造解析用計算プログラムとして、Ａ
ｎｓｙｓ　Ｉｎｃ．社製のＡＮＳＹＳを用いた。得られた主応力σ１の分布は、図１１に
示すとおりとなった。
【０１１２】
　また、第２領域の各々について、上述の構造解析用計算プログラムを用いて、薬液の膨
潤により発生する応力σｓを求めた。得られた応力σｓの分布は、図１２に示すとおりで
あり、薬液浸透によってコネクタ周囲の応力が高くなっていることがわかった。
【０１１３】
［破壊発生予測ステップＳ５］
　得られた主応力σ１と、薬液の膨潤により発生する応力σｓと、圧力、荷重、拘束によ
って生じる外力σｏｕｔの合計を求め、これを破壊発生指標σＴＯＴとした。ここで、外
力σｏｕｔについては、上記の構造解析用計算プログラムによって求めた。得られた破壊
発生指標σＴＯＴの分布は、図１３に示すとおりであり、コネクタ部周囲のコーナー部に
おいて破壊発生指標σＴＯＴが大きいことがわかった。そのため、破壊発生が予測される
破壊箇所として、コネクタ部の周囲を特定した。
【０１１４】
［樹脂成形体改良ステップＳ７］
　これらのステップＳ１～Ｓ５の解析によって予測される破壊発生指標σＴＯＴに基づい
て、製品である樹脂成形体の設計や成形条件、成形型の材質及び形状、成形型の冷却構造
について最適化を行った。
　樹脂成形体改良ステップＳ７の例を、以下の実施例２に示す。
【０１１５】
〔実施例２〕
　樹脂成形体改良ステップＳ７として、実施例１の破壊発生予測ステップＳ５で得られた
破壊発生指標σＴＯＴの分布を基に、成形型の形状について最適化を行い、成形型の設計
を決定した。破壊箇所として特定されたコネクタの周囲に面したコーナー部の曲率半径Ｒ
を１．０ｍｍに変更した以外は、実施例１と同様の成形型を設計し、この設計を基に実施
例１と同じ手順で破壊発生指標σＴＯＴの分布を求めた。この成形型を用いたときの第２
領域の温度荷重分布は、図１４に示すとおりであり、この成形型を用いたときの主応力σ

１の分布は、図１５に示すとおりであり、この成形型を用いたときの薬液浸透による応力
σｓの分布は、図１６に示すとおりであり、この成形型を用いたときの破壊発生指標σＴ

ＯＴの分布は、図１７に示すとおり、コーナー部においてσＴＯＴが最大となっている。
【０１１６】
　図１７に記載されるコネクタ部分の形状を変更した後の破壊発生指標σＴＯＴの分布と
、図１３に記載されるコネクタ部分の形状を変更する前の破壊発生指標σＴＯＴの分布と
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を比較することで、コネクタ部分の形状を応力が集中し難い形状に変更したときに、樹脂
成形体の破壊発生指標σＴＯＴが小さくなり、樹脂成形体の耐薬品性が改良されることが
推察される。具体的には、例えばσＴＯＴの最大値を比較すると、図１３に示されるよう
に、コネクタ部分の形状を変更する前のσＴＯＴの最大値は６７．７ＭＰａであるのに対
し、変更後のσＴＯＴの最大値は４１．０ＭＰａに下がっていることが分かる。
【０１１７】
〔実施例３〕
　樹脂成形体改良ステップＳ７として、型材質最適化ステップＳ７３における型材質の高
熱伝導率化を行っている実施例１とは異なり、成形型のコネクタ部分に熱伝導率の低い型
材質を使用した例を示す。コネクタ部分の型材質を、コネクタ部分以外の成形型の材質と
同じ、低熱伝導率のＳＵＳ焼入鋼（ＨＰＭ３８相当、熱伝導率２４Ｗ／ｍ・Ｋ）に変更し
た以外は、実施例１と同様の成形型を設計し、この設計を基に実施例１と同じ手順で破壊
発生指標σＴＯＴの分布を求めた。すなわち、実施例３ではコネクタ部分を含め金型全体
がＳＵＳ焼入鋼で作製されたものである。この成形型を用いたときの、第２領域の破壊発
生指標σＴＯＴの分布は、図１８に示すとおり、コーナー部においてσＴＯＴが最大とな
っている。
【０１１８】
　図１８に記載されるコネクタ部分の材質を変更した後の破壊発生指標σＴＯＴの分布と
、図１３に記載されるコネクタ部分の材質を変更する前の破壊発生指標σＴＯＴの分布と
を比較することで、コネクタ部分の熱伝導率を低くしたときに、樹脂成形体の破壊発生指
標σＴＯＴが大きくなり、樹脂成形体の耐薬品性も変化していることが推察される。具体
的には、σＴＯＴの最大値を比較すると、図１３に示されるように、コネクタ部分の材質
を変更する前のσＴＯＴの最大値は６７．７ＭＰａであるのに対し、変更後のσＴＯＴの
最大値は７８．９ＭＰａに上がっていることが分かる。
【０１１９】
　[実際の樹脂成形体を用いた耐薬品性の評価]
　実施例１～３で設計した成形型を用いて、樹脂成形体を射出成形によって作製し、硫酸
水溶液（２３℃、相対湿度（ＲＨ）５０％の環境下での平衡濃度である、４３質量％）に
浸漬させた後、２３℃、相対湿度（ＲＨ）５０％で保持し、成形品に大きな破壊（クラッ
ク）が発生するまでの時間を計測するとともに、破壊発生箇所を確認し、本発明の方法に
より予測された破壊の傾向と比較した。また、破壊発生箇所をインクにて染色し、破壊の
進展度合い（クラックの貫通の有無）を比較した。
【０１２０】
【表１】

【０１２１】
　表１に示されるとおり、実施例１～３において予測された薬品の浸漬に伴う樹脂成形体
の破壊の傾向は、いずれも破壊発生箇所がコーナー部で破壊が発生した点、熱伝導率が高
い材質を成形型のコネクタ部分に用いた場合（実施例１、２）のクラックが発生するまで
の時間が、熱伝導率が低い材質を成形型のコネクタ部分に用いた場合（実施例３）と比べ
て長くなった点、及び、実施例２において予測された破壊の傾向（σＴＯＴの最大値が最
も低く、破壊が起こり難い傾向）が実際の成形品の破壊の傾向（クラックが発生するまで
の時間が最も長く、且つクラックの樹脂成形体の貫通もない傾向）と同様に最も有利な結
果となった点で一致した。
【０１２２】
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　従って、本発明の方法によれば、薬品浸漬に伴う樹脂成形体の破壊の予測及び、耐薬品
性に優れた樹脂成形体の作製が可能であることがわかる。
【０１２３】
　なお、本発明の方法によって予測される成形品の応力分布をもとに、さらにＣＡＥによ
る構造解析を行うことで、薬品の浸漬に伴う樹脂成形体の破壊寿命を予測することも可能
である。
【符号の説明】
【０１２４】
　Ｈ　　ハードウェア資源
　１　　情報処理装置
　２　　入力装置
　３　　出力装置
　４　　ＣＡＤ装置
　１０　ＣＰＵ
　２０　主記憶装置
　３０　Ｉ／Ｏインタフェース
　４０　補助記憶装置
　４１　解析プログラム
　４１Ａ　流動解析用要素分割プログラム
　４１Ｂ　流動解析・温度荷重計算プログラム
　４１Ｃ　構造解析用要素分割プログラム
　４１Ｄ　構造解析用計算プログラム
　４１Ｅ　破壊発生個所特定プログラム
　５０　ネットワークインタフェース
　ＮＷ　ネットワーク
　Ｓ１　第１領域準備ステップ
　Ｓ２　第１領域情報取得ステップ
　Ｓ３　第２領域準備ステップ
　Ｓ４　第２領域応力計算ステップ
　Ｓ４１　対応第１領域探索ステップ
　Ｓ４１１　第１重心位置導出ステップ
　Ｓ４１２　第２重心位置導出ステップ
　Ｓ４１３　最短第１領域設定ステップ
　Ｓ４２　第２領域温度荷重設定ステップ
　Ｓ４３　内部応力計算ステップ
　Ｓ４４　膨潤応力計算ステップ
　Ｓ５　破壊発生予測ステップ
　Ｓ６　最適モデル把握ステップ
　Ｓ７　樹脂成形体改良ステップ
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【図１６】 【図１７】
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【手続補正書】
【提出日】平成31年1月23日(2019.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂成形体の薬品浸漬による破壊箇所の予測方法であって、
　前記樹脂成形体を得るときの樹脂の流動解析用モデルを作成し、前記流動解析用モデル
を複数の第１領域に要素分割する第１領域準備ステップと、
　要素分割された前記第１領域の各々について、樹脂の圧力及び温度の状態を基に温度荷
重を計算する第１領域温度荷重計算ステップと、
　前記樹脂成形体の構造解析用モデルを作成し、前記構造解析用モデルを複数の第２領域
に要素分割する第２領域準備ステップと、
　要素分割された前記第２領域の各々の位置に対応する第１領域を選定し、選定された第
１領域における温度荷重を前記第２領域の温度荷重として各々設定し、前記第２領域の温
度荷重から応力状態を計算する第２領域応力計算ステップと、
　前記応力状態から求められる破壊発生指標が許容値を超える箇所を破壊発生箇所として
特定する破壊発生予測ステップと、
を含み、
　前記第２領域応力計算ステップでは、各々の第２領域について、
　設定された前記第２領域の温度荷重を基に、下記式（ｉｉｉ）を用いて前記樹脂成形体
の内部における応力分布の計算を行い、
　下記式（ｉｖ）を用いて前記樹脂成形体への薬液の膨潤による応力の計算を行う、樹脂
成形体の破壊箇所の予測方法。
【数１】

（式（ｉｉｉ）中、Ｅ（ｔ，Ｔ）は時間ｔ［ｓ］及び温度Ｔ［℃］における弾性率［ＭＰ
ａ］、Ｅ０（Ｔ）は規格化定数［ＭＰａ］、Ｅ∞は定数［ＭＰａ］、Ｅｉはプローニー級
数［ＭＰａ］、ｔは時間［ｓ］、τｉは緩和時間［ｓ］である。）

【数２】

（式（ｉｖ）中、σｓは膨潤により発生する応力［ＭＰａ］であり、Ｅｓは膨潤状態の弾
性率［ＭＰａ］であり、εｓは膨潤によるひずみであり、ｔは時間［ｓ］、Ｔは温度［℃
］、Ｄは拡散係数［ｍ２／ｈ］である。）
【請求項２】
　前記第１領域温度荷重計算ステップでは、複数の第１領域の各々について圧力及び温度
の状態を算出し、前記圧力及び温度の状態を基に、各々の第１領域について、下記式（ｉ



(30) JP 2019-59116 A 2019.4.18

）を用いて第１領域の離型直前までの温度荷重（ΔＴＬ１）を計算する、請求項１に記載
の予測方法。
【数３】

（式（ｉ）中、ΔＴＬ１は第１温度荷重［℃］、Ｍｔは冷却水温度［℃］であり、Ｔｓは
収縮開始時における樹脂の温度［℃］、Ｐｓは収縮開始時における樹脂の体積［ｍ３］で
あり、Ｖ（Ｔｅｊ、０ＭＰａ）は離型時の温度で圧力を掛けていない状態での樹脂の比容
積［ｍ３／ｋｇ］であり、Ｖ（Ｔｓ，Ｐｓ）は収縮開始時における樹脂の比容積［ｍ３／
ｋｇ］であり、αｖは樹脂の体積膨張率［１／℃］である。）
【請求項３】
　前記第１領域温度荷重計算ステップでは、複数の第１領域の各々について圧力及び温度
の状態を算出し、前記圧力及び温度の状態を基に、各々の第１領域について、下記式（ｉ
ｉ）を用いて第１領域の離型後から室温に冷却されるまでの温度荷重（ΔＴＬ２）を計算
する、請求項１又は２に記載の予測方法。
【数４】

（式（ｉｉ）中、ΔＴＬ２は第２温度荷重［℃］、Ｒｔは室温［℃］、Ｔｅｊは離型時の
温度［℃］である。）
【請求項４】
　前記式（ｉ）における温度Ｔｓとして、樹脂の成形型への充填完了後、樹脂成形体のゲ
ート部が固化する際の温度を設定する、請求項１から３のいずれかに記載の予測方法。
【請求項５】
　前記破壊発生予測ステップでは、前記膨潤により生じる応力と、前記応力分布から、下
記式（ｖ）を用いて前記破壊発生指標を計算する、請求項１から４のいずれかに記載の予
測方法。
【数５】

（式（ｖ）中、σＴＯＴは破壊発生指標［ＭＰａ］であり、σ１は成形体の内部における
主応力［ＭＰａ］であり、σｏｕｔは外力［ＭＰａ］である。）
【請求項６】
　樹脂の成形に用いる成形型の設計や成形条件が異なる、複数の仮想成形体モデルを作成
し、前記仮想成形体モデルの各々における前記破壊発生指標を比較して、前記破壊発生指
標が最も小さくなる仮想成形体モデルを把握する、最適モデル把握ステップをさらに含む
、請求項１から５のいずれかに記載の予測方法。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の方法により求められた前記破壊発生指標に基づいて



(31) JP 2019-59116 A 2019.4.18

、樹脂の成形に用いる成形型の設計や成形条件を決定する工程を有し、それにより耐薬品
性に優れた樹脂成形体を得る、樹脂成形体の製造方法。
【請求項８】
　前記成形型のうち、請求項１から６のいずれかに記載の方法により予測された前記破壊
箇所に面した部分における冷却機構を増設するように、前記成形型の設計を決定する、請
求項７に記載の樹脂成形体の製造方法。
【請求項９】
　前記成形型として冷却水を用いて冷却するものを用い、
　前記成形型に供給される冷却水の温度を変化させたときにおける、前記破壊箇所に面し
た部分の温度差が、前記冷却水の温度差の１．２倍以下となるように前記冷却機構を増設
する、請求項８に記載の樹脂成形体の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１から６のいずれかに記載の方法によって予測された前記破壊箇所に面した部分
が高熱伝導材料から構成されるように、前記成形型の設計を決定する、請求項７から９に
記載の樹脂成形体の製造方法。
【請求項１１】
　前記高熱伝導材料として、１００Ｗ／ｍ・Ｋ以上の熱伝導率の材料を用いるように、前
記成形型の設計を決定する、請求項１０に記載の樹脂成形体の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１から６のいずれかに記載の方法により予測された前記破壊箇所に面したコーナ
ー部の曲率半径Ｒが０．１ｍｍ以上にするように、前記成形型の設計を決定する、請求項
７から１１に記載の樹脂成形体の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１から６のいずれかに記載の方法により予測された前記破壊箇所に面した部分に
リブを設けるように、前記成形型の設計を決定する、請求項７から１２に記載の樹脂成形
体の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１から６のいずれかに記載の方法により予測された前記破壊箇所に面した部分の
肉厚を増加させるように、前記成形型の設計を決定する、請求項７から１３に記載の樹脂
成形体の製造方法。
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